社会政策学会　代表幹事　宛


常勤職に就いていない会員の会費割引 適用申請書（入会申請時）


　私は常勤職についていませんので、社会政策学会への入会を申請するにあたり、「会費規程第2条」と「会費の割引に関する申し合わせ」「会員区分と大会参加費に関する申し合わせ」に基づき、常勤職に就いていない会員の会費割引の適用を申請します。
　また、このたび申請する会費割引の適用資格がなくなったさいは、「会費規程第2条の2」に基づき、会員登録内容の変更と会費区分の変更について速やかに届け出ることを約束いたします。


申請日　　　＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日

氏名　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

所属・職（ある人のみ）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

住所　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

メールアドレス　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

申請区分

1）割引会員A　会費年額7,000円

2）割引会員B　会費年額5,000円
（学会誌冊子体の送付なし。常勤職に就いていない満60歳以上の方に限ります）


受付　　　　年　　月　　日　／　承認　　　　　年　　月　　日　／　手続　　　　　年　　月　　日
